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平成 23 年度畜水産食品の残留有害物資モニタリング 

検査の実施について 

 

このことについて、平成 23 年５月 30 日付け 23 消安第 1309 号をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知があっ

たので、貴会関係者に周知方お願いします。 

このたびの通知の内容は、厚生労働省では平成 23 年度においても都道府県

による畜水産食品中の残留有害物質モニタリング検査を実施することとした

ので、国産畜産物の安全確保の重要性に鑑み、動物用医薬品等の使用基準の遵

守等の更なる徹底について、本会に対して関係者への指導を求めたものです。 

 

 

 

 

 

本件内容のお問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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